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議会用タブレットパソコンリース総額決定仕様書

1 概要

本仕様書は、魚沼市議会（以下、「甲」という。）が使用する議会用タブレットパソコ

ン（以下「物件」という。）の納入者（以下、「乙」という。）を決定するための入札に

適用します。

なお、当該物件はリースによる調達としますので、甲が別途執行する入札により、契約

者となるリース会社を決定します。このため、本入札により決定する乙は、甲が決定する

リース会社へ物件を納入するものとします。

2 件名

4 魚議第 11 号 議会用タブレットパソコンリース総額決定

3 物件の内容、数量、及び詳細

(1) 物件の内容、数量は下記のとおりです。

物件一覧

(2) 物件の詳細は下記のとおりです。

議会用タブレットパソコン 22 台（表 1 に掲げる性能を満たすものとする。）

【要求性能表(表 1) 】

名称 数量 要求性能表 備考

議会用タブレットパソコン 22 台 1 4 年保証付き

項目 仕様 備考

OS Windows10 Professional 64bit Windows11 Professional

64bit でも可

CPU インテル® Core™ i5-1135G7 (2.40GHz)以上

RAM 容量 16GB 以上

SSD 256GB 以上

光学ドライブ なし

画面サイズ 12 インチ以上 14 インチ以下

外形寸法 W300×D210×H10.0mm 以下

本体質量 900g 以下

画面解像度 カラー液晶、(2736×1824)以上

タッチパネル マルチタッチ対応

バッテリー リチウムイオン電池またはリチウムポリマー電池

キーボード あり ない場合は純正オプショ

ンで対応すること

カラーについては、甲と協

議の上決定すること。

ペン あり

ネットワーク 無線 LAN(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n 準拠)対応

LTE モデム搭載

インターフェイス USB3.0×1 以上
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4 納入条件、リース会社との契約等

(1) 契約締結の日から令和 5 年 3 月 24 日までに物件の納入を完了することとします。

(2) リース期間は、物件の納入後、甲が行う検査に合格した日から 60 月とします。

(3) 納品場所は、「魚沼市役所本庁舎 3 階議会事務局」とします。

(4) 甲は、今回の最低見積業者に対し、納入業者決定通知書を発送します。その後、

物件を甲に対しリースするリース会社を決定する入札を行います。

(5) 納入業者決定通知書を受けた乙は、甲がリース会社を決定後、当該リース会社と

所要の契約を行うこととします。

(6) 検収方法は、乙又はリース会社が立会いのもと甲が検査を行うこととします。

(7) 検査後 1 年以内において、乙の納入作業に起因する障害及び通常の使用において

障害が発生した場合は、無償にて修理又は取替を行うものとします。また、検査引

き渡し前に落雷等の自然災害等で被災した場合は、乙の負担により修理又は取替

を行うものとします。

(8) リース期間終了後、リース会社は物件を全て甲に無償譲渡するものとします。

項目 仕様 備考

端末の内側・外側にそれぞれ内蔵カメラを備えること

再セットアップ

メディア

リカバリ用イメージを SSD に格納 SSD 格納が不可能であれ

ばメディアで可

オフィスソフト あり（JUST Office 5 JL-Government 公共機関向け） インストール用メディア

は不要

ハードウェア保証 4 年保証

環境配慮 VCCI 規格適合製品であること

J-MOSS グリーンマークに適応していること

RoHS 指令対応製品であること


